
生駒市条例第３号 

 生駒市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月１３日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

    

生駒市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 生駒市立学校設置条例（平成２０年３月生駒市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の表位置の欄中「西旭ヶ丘」を「西旭ケ丘」に、「桜ヶ丘」を「桜ケ丘

」に改める。 

 第３条の表位置の欄中「桜ヶ丘」を「桜ケ丘」に改める。 

 第４条の表位置の欄中「西松ヶ丘」を「西松ケ丘」に、「緑ヶ丘」を「緑ケ丘

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


